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第29号議案長崎市手数料条例の一部を改正する条例
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長崎市手数料条例の改正理由及び改正内容等

(1)改正理由

介護保険法の一部改正に伴い、新たな介護保険施設として「介護医療院」が創

設(平成30年4月1日施行)されることに伴い、介護医療院を開設しようとす

る際の開設許可申請、開設後の変更許可申請、6年ごとに必要な許可更新申請に

ついて、当該事務に係る手数料の額を新たに定める必要があるため。

(2)改正内容

当該事務に要する経費を積算した額とする。

長崎市手数料条例別表第1

(235)介護医療院開設許可

申請手数料

手数料の種類

(2狗介護医療院変更許可

申請手数料(構造又は設備

の変更を伴うものに限る。)

福祉部

偲39)介護医療院開設許可

更新申請手数料

なお、同じ介護保険施設の介護老人保健施設の開設許可、変更許可、開設許
可更新の各申請手数料と同額である。

(3)施行期日平成30年4月1日 、

単位

1件

1件

金額

5 万 8,000円

(4)介護医療院について

「介護医療院」とは、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対

し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他

必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

既存の介護老人保健施設は、要介護者にりハビリ等を提供し、在宅復帰を目

指すものに対して介護医療院は、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介

護二ーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や

「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備え

た、新たな介護保険施設として創設されるもの。

3 万 3,000円

手数料の対象事務の根拠と

なる法令等

1件

介護保険法第107条第 1項

1 万 7,000円

介護保険法第107条第2項

介護保険法第108条第1項
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長崎市手数料条例の改正理由及び改正内容等

(1)改正理由

ア土壌汚染対策法の一部改正に伴い、新たに汚染土壌処理業の譲渡及び

譲受の承認、法人の合併及び分割の承認並びに相続の承認に関する規定

が設けられたことから、当該承認申請に係る手数料の額を新たに定める

必要があるため。

イ廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、新たに2以上

の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定及び特例の認定に

係る事項の変更の認定に関する規定が設けられた。また、手数料の根拠

となる地方公共団体の手数料の標準に関する政令(以下「政令」という。)

の一部改正に伴い、同認定申請に係る手数料の額が定められたことから、

当該事務に係る手数料の額を新たに定める必要があるため。

ウ政令の一部改正に伴い、使用済自動車の再資源化等に関する法律に係

る破砕業の変更許可申請に係る手数料の額が引き下げられたことから、

当該事務に係る手数料の額を改正する必要があるため。

(2)改正内容

ア汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認、法人の合併及び分割の承認並

びに相続の承認に係る申請手数料の新設

⑦改正箇所別表第1 第139号、第140号及び第141号の新設

(イ)手数料

当該事務に要する経費を積算した額とする。

・第139号譲渡及び譲受の場合における汚染土壌処理業者の地位

の承継の承認申請手数料 70,000円

・第140号合併及び分割の場合における汚染土壌処理業者の地位

の承継の承認申請手数料 70,000円

・第141号相続の場合における汚染土壌処理業の承認申請手数料

70,000円

環境音β
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イ 2以上の事業者による産業廃棄物処理の特例の新規認定及び変更認
定に係る申請手数料の新設

伊}改正箇所別表第2 第25号及び第26号の新設

(イ)手数料

政令で定められた標準の手数料の額と同額とする。

・第25号 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定

申請手数料 147,000円

・第26号 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定

変更申請手数料 134,000円

ウ使用済自動車の破砕業変更許可申請手数料の改正

⑦改正箇所別表第2 第43号の改正

(イ)手数料

政令で定められた標準の手数料の額と同額とする。

【改正前】

・第43号使用済自動車の破砕業変更許可申請手数料

75,000円

i

勺

【改正後】

・第45号使用済自動車の破砕業変更許可申請手数料

(3)施行期日

平成3 0年4月1日

2 制度の概要

ア汚染土壌処理施設に対する監督を強化するため、譲渡及び譲受の承認、

法人の合併及び分割の承認並びに相続の場合における汚染土壌処理業

の地位の承継規定が整備されたもの。

(例:譲渡及び譲受)

法人又は個人

区亙'
くこシ・

^二1}11釜"、

-3-

67,000円

(例:合併)

法人

巨三]区亟ヨ・'
合併した汚染土

壌処理業C社趣



イ 2以上の事業者が一体的な経営を行い、産業廃棄物の適正な収集、運

搬または処分ができる等の基準に適合する旨の認定を受けた場合、当該

2以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で産業廃棄物処理業の

許可を受けずに相互に産業廃棄物の,処理を行うことができるもの。

(例:制度制定前)

親会社

0

子会社

-4-

産業廃棄物の

収集運搬委託

ウ使用済自動車のりサイクルに係る破砕業の事業の範囲は、「破砕前処

理工程(解体自動車のプレス・せん断)」「破砕処理工程」「破砕前処理

工程及び破砕処理工程」の3種類があり、変更許可を受けた場合、事業

の範囲を変更できるもの。

子会社は産業廃

棄物収集運搬業

許可が堅要

(使用済自動車の処理の流れ)

(例:制度制定後)

認定

所有者

親会社

01 引取業者

昌

産業廃棄物の

収集運搬委託

子会社

L-ーーーーーーーーー

1-ーーーーーーーーーーー

01 フロン類

回収業者

子会社は産業廃

棄物収集運搬業

許可が丕要

01 解体業者 10

1. 1
L__________」

(.砕前処埀程(融酔忽涯埀程゛
プレ・

吟
せん断業者

破砕業者

1 自動車製造・輸入業者、指定再資源化機関}

ツレ
業

ユ

シ
ユ
レ
ッ
ダ
ー
ダ
ス
ト

エ
ア
バ
ッ
グ
類



長崎市手数料条例の改正理由及び改正内容等

(1)改正理由

建築基準法の一部改正に伴い、関係条文の整理をする必要があるため。

(2)建築基準法の改正概要

ア主な改正内容

(ア)都市計画法の改正と併せて、建築基準法第48条第8項として「田園住居地域」
が追加され、 13種類の用途地域となった。

(イ)「建ぺい率」が「建蔽率」に改められた。 6去第53条ほか)

イ施行日平成30年4月1日

( 3 )

ア

改正内容

別表第1 中第159号中の「第8項ただし書」を削除し、「第13項ただし害」を
加え、同号を第162号とする。

Ⅱ 59)

用途地域にお

ける建築等許

可申請手数料

まちづくり部

改正前

建築基準法第48条第 1
ただし書、第 2 項ただし
書、第3項ただレ書、第
項ただし書、第5項ただし
書、第6項ただし書、第7
項ただし書、第8項ただし
書、第9項ただτ奮丁琵ヲで
頂ただし書、第 11項ただ
し書又は第 12項ただし書

イ 「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

手数料の種類(改正後)

(同;
くは第3項又は第朋条第
項において準用する場

合を含む。)

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料Ⅱ6励

1162)
雨蓬地域にお
ける建築等.許
可申請手数料

(171)

※表中、下線が改正箇所を示す

(174)

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特
例許可申請手数料

改正後

再開発等促進区内等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の

適用除外に係る認定申請手数料

(17剖

建築基準法第48条第 1項
ただし書、第 2 項ただし
書、第3項ただし書、第4
項ただし害、第5項ただし
書、第6項ただし書、第7
項ただし書、第9項ただし
書、第 10項ただし害、第
11 項ただし書、第 12項た
だし書又は第T吾頑乏だ石

地区計画等の区域内における建築物の容積率、各部分の高さ又は建蔽率に関す

る制限の適用除外に係る認定申請手数料

(189)

(4)施行期日

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の

後退距離又は高さ、に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

^

τくは第3項又は第認条
第 2 項において準用する
場合を含む。)

百J

※表中、下線が改正箇所を示す

平成30年4月1 白
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1 長崎市手数料条例の改正理由及び改正内容等

(1)改正理由

手数料の根拠となる地方公共団体の手数料の標準に関する政令(以下「政令」

という。)の一部改正に伴い、危険物の貯蔵所の設置許可申請等に係る手数料の

額が引き上げられたことから、当該事務に係る手数料の額を改正する必要があ

るため。

(2)改正内容

長崎市手数料条例別表第2表中における危険物の製造所等の設置許可申請、

完成検査前検査及び保安検査に係る手数料の額を政令で定められた標準の手数

料の額と同額とする。

(3)施行期日

平成30年4月1日

2 危険物の貯蔵所の設置計画から使用開始までの事務の流れ

(例)

消防局

【屋外タンク貯蔵所の設置に係る事務の流れ】

※3
※1

「設置許可申請」とは、危険物の貯蔵所を設置する場合、市長の許可を※1

受けるために行う申請のこ.とをいう。

「完成検査前検査」とは、完成検査を受ける前に工事の工程ごとに危険

物タンクの漏れなどを検査することをいい、水張又は水圧検査、溶接部検

査、基礎及び地盤検査がある。

※3 「保安検査」とは、危険物タンク等の適正な維持管理を行うために臨時

又は定期に行う検査をいう。

76-

※2

※2
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長崎市手数料条例新旧対照表

0長崎市手数料条伊11

(趣旨)

第1条略

(手数料の種類及び翻

第2条手数料(次項に規定するものを除く。)は、別表第1のとおりとする。

2 地方公共団体の手数料の標準に関する政令岼成12年政令第16号1に定める事務の手数料は、

別表第2のとおりとする。

(イ牛数)

^3'^E

1~3 略

4 別表第1第219号の手数料の件数は、1所有者からのその所有する犬又はねこの引取りについ

て、成犬又は成ねこ(生後91日以上の犬又はねこをいう。以下伺じ。)にあつては1頭又は1匹ご

とに、子犬又は子ねこ(生後90日以下の犬又はねこをいう。'以下同じ。)にあつては10頭又は10

匹までごとに1件とする。

現行

ー、J

中略

(返還)

第6条既納の手数料は、返還しない。

2 盲頑の規定にかかわらず、別表第1第194'、第195号、第198号及び第199号に掲げる手数

料は、市長力ゞ別に定めるときに該当する場合は、市長力拐"に定める額の手数料を返還する。

中略

(辰崎市手数半1剣,11

健旨)

第1条略

(手数料の種類及び額)

第2条手数料(次垣に規定するものを除く。)は、別表第1のとおりとする。

2 地方公共団体の手数料の標準に関する政令{平成12年政令第16号Hこ定める事務の手数料は、

別表第2のとおりとする。

(件劃

第3条

1~3 略

4 別表第1第222号の手数料の件数は、1所有'者からのその所有する犬又はねこの引取りについ

て、成犬又{よ成ねこ(生後91日以上の犬又{よねこをいう。以下同じ。)にあつては1頭又は1匹ご

とに、子犬又は子ねこ(生後90日以下の犬又はねこをいう。以下同じ。)にあつては10頭又は10

匹までごとに1件とする。

改正案(平成30年4月1日時点)

、

中略

(返還)

第6条既納の手数料は、返還しない。

2 盲噸の規定にかかわらず、別表第1第円7号、第198号、第201号及び第202号に掲げる手数

料は、市長が別に定めるときに該当する場合は、市長力拐11に定める額の手数料を返還する。

中賂



長崎市手数料条例新旧対照表

別表第1

手数料の

種類

Ⅱ)~a3剖

(新調

(略)

(新調

区分

現行

^

(新翻

単位

Ⅱ4の~Ⅱ5田

金額

怖9}用途地域に

おける建築等許可

申請手数料

手数料の対象事務の根拠と

なる;去令等

円

(略)

別表第1

J'

a6の~Ⅱ61)

Ⅱ62】^の
建ぺL嘩に関

する制限の適

用除外に係る

U}~Π38)

ノ

1件

U鋤譲渡及び譲

受の場合における

汚染土壌処理業者

18万

改正案岼成30年4月1日時点)

の地位の承継の承

(略)

認申請手数料

建築基準法第朝条第1項た

だし害、第2工頁オこだし書、
第3剰"こだし書、第4項オ'こ

だし書、第5測'こだし害、

第61頁fこだし害、第7動'こ

だし書、第8垣ただし害、

(略)

Ⅱ川合併及び分

区分

割の場合における

汚染土壌処理業者

の地位の承継の承

認申諸手数料

{141】相続の場合

第 9 項オ'こだし書、第 10 項メ'こ

だし書、第11項ただし書X
は第12項オニだし書個法第

における汚染土壌

単位

処理業の承認申請

手数料

1件

87条第2項若'しくは第3項

又は第認条第2項において
準用する場合を含む。)

{143)~伽4}

金額

1件

Ⅱ62)用途地域に

おける建築等許可

申諸手数料

3万

3,000

手数料の対象事務の根拠と

なるj去令等

円

7万

建築基準法第53条第4項又

は第5項第3号

1件

土墻芳染対第去第 21条の

(略)3号繰り下げ

2第1項

7万

1件

土壌汚染対策去第27 条の

3第1項

Ⅱ63)~Ⅱ64j

7万

n65)建築物の

建蔽率に関す

る制限の適用

除外に係る

土壌崎染対策去第町条の

1件

4第1瓊

、

18万

(略)3号繰り下げ

建築基準法第絽条第1項オ'こ

だし書、第2動'二だし害、
第 3 項オ'こだし書、第 4 頂オ'こ

だし書、第5功'こだし書、

第6項大だし書、第7項ブ'こ
だし書、第9垣fこだし書、
第 10 項プ'こだし書、第Π項

ただし書、第1?項オこだし害
又は第13垣ただし書伺法

1件

第87条第2工貢若しくは第3

項又は第認条第2項におい

て凖用する場合を含む。}

3万

3,000

'製



長崎市手数料条例新旧対照表

許可申諸手数

料

Ⅱ631~Ⅱ6刀

Ⅱ681 高誕11用

地区における

建築物の容積

率、建ぺい率、

建築面積又は

壁面の位置の

特伊】許可申請

手数料

(略)

現行

CO

Ⅱ69}~{17の

(171)再開発等

促進区内等に

おける建築物

の容積率、建ぺ

い率又は高さ

に関する制限

の適用除外に

係る認定申請

手数料

1件

(略)

16万 建築基準法第59条第1項第3

Π72)~ U74)

07励地区計画

等の区域内に

おける建築物

の容積率、各部

分の高さ又は

建ぺい率に関

する制限の適

用除外に係る

1件

許可申請手数

料

Ⅱ6励~Ⅱ7の

2万

フ,000

(略)

(171)高鷹"用

地区における

建築物の容積

率、建蔽棄建

築面積又は壁

面の位置の特

例許可申請手

数料

建築基準;去第68条の3第1

項、第2項又は第3項

1件

改正案(平成30年4月1日時点)

(略)3号繰り下げ

2万

フ,000

1件

{112)~Ⅱ 73}

2万

フ,000

{114}再開発等

促進区内等に

おける建築物

の容積率、建蔽

率又は高さに

関する制限の

適用除外に係

る認定申請手

、数料

建築基準法第聞条の5の5第

11真若しくは第2項又は同法

第68条の5の6

1件

(略)3号繰り下げ

16万 建築茎準法第59条第1工亘第3

建築基準法第68条の5の5第

1項若しくは第2項又は同法

第朋条の5の6

{175}~Ⅱ 7刀

m田地区計画

等の区域内に

おける建築物

の容積率、各部

分の高さ又は

建蔽率に関す

る制限の適用

除外に係る

1件 2万

フ,000

(略)3号繰り下げ

建築基準j去第能条の3第1

項、第2項又は第3垣

号号



長崎市手数料条例新旧対照表

認定申請手数

料

Ⅱ7励~Ⅱ85}

Ⅱ8励一団地の

住宅施設に関

する都市'寸画

に基づく建築

物の容積率、建

ぺい奉外壁の

後退距離又は

高さに関する

制限の適用除

外に係る認定

申請手数料

(略)

介護保険去第108条第1項

現行

{袷7}~{231}

1件

(新調

2万

フ,000

(新調

建築基準法第部条の6第2項

(略)

(232)~(233)

(新調

認定申請手数

料

Ⅱ79)~Ⅱ881

(234)~(245)

Ⅱ8引一団地の

住宅施設に関

する都市計画

に基づく建築

物の容積率、建

蔽率、外壁の後

避^は高

さに関する制

限の適用除外

に係る認定申

請手数料

(略)

改正案(平成30年4月1日時点)

(略)3号繰り下げ

(略)

Ⅱ9の~{234}

1件

栓35j介護医療院

開設許可申請手数

2万

フ,000

【飴励介護医療院

建築基準法第部条の6第2項

(略)3号繰り下げ

変更許可申請手数

料(構造又は設備

の変更を伴うもの

に限る。)

(237}~伽8)

セ鋤介護医療院

開設許可更新申請
手数料

1件

(24の~他51)

(略)5号繰り下げ

1件

介護保険去第1Ⅲ条第1項

(賭) 6号繰り下げ

介護保険法第107条第2項

1件・

"

"

"

劃



長崎市手数料条例新旧対照表

別表第2

手数料の種類

m~④

{5}製造アフ斤等、

置許可申請

数料

【剛

区分

ア~ウ(略)

現行

工準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タ

ンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

オ特定屋外タン

ク貯蔵所呼き

屋根を有する特

定屋外貯蔵タン

クのうち危険物

の規制に関する

規旦、"昭和34年

総理府令第55

号。以下この号

及び次号におい

て「規則」とい

う。)第20条の

第2項第3号に

定める構造を有

しなけれιネなら

ないものに係る

特定屋外タンク

貯蔵所(以下こ

の号及び次号に

おいて「浮き屋

単位 金額

危険物の貯蔵最

数量力",000キロリ

ツトル」以_ヒ5,000キ

ロリットル未満の

もの

手数料の対象事務

のキ艮拠となる法令

1件

円

危険物の貯蔵最

数量力巧,000キロリ

ツトル」弘_ヒ1万キロ

リットル未満のも

の

1件

別表第2

53万

消防法第Π条第1

項前段

手数料の種類

部万

Ⅱ)~仏}

危険物の貯蔵最

数量力ゞ1万キロリッ

トル」払_ヒ5万キロリ

ツトノし未満のもの

1件

佑)製^、

置許可申請

数料

改正案(平成30年4月1日時点)

101 万

{鬮

区分

危険物の貯蔵最

数量力巧万キロリッ

トル」払_ヒ 10 万キロ

リットル末満のも

ア~ウ(略)

1件

工準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タ

ンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

112万

オ特定屋外タン

ク貯蔵所呼き

屋根を有する特

定屋外貯蔵タン

クのうち危険物

の規脚」に関する

規貝11{昭和 34年

総理府令第55

号。以下この号

及び次号におい

て「規則」とい

う。}第20条の

第2項第3号に

定める構造を有

しなしづればなら

ないものに係る

特定屋外タンク

貯蔵所(以下こ

の号及び次号に

おいて「浮き屋

単位

1件

島

金額

142 万

危険物の貯蔵最

数量が1,000キロリ

ツトル1;しし,5,000キ

ロリットル未満の

もの

手数聿扣)対象事務

のキ艮拠となる;去令

1件

円

危険物の貯蔵最

数量力巧,000キロリ

ツトル」扶_ヒ1万キロ

リットル未満のも

の

1件

57万

消防法第11条第1

項則段

認万

危険物の貯蔵最

数量が1万キロリッ

トルLLヒ5万キロリ

ツトル未満のもの

1件 107 万

危険物の貯蔵最

数量力巧万キロリッ

トル以上10万キロ

リットル未満のも

1件 120万

1件 152万



長崎市手数料条例新旧対照表

根式特定屋外タ の

現行

危険物の貯蔵最大

数量力ξ10万キロリ

ツトル以上即万キ

ロリットル未満の

もの

める構造を有し

なければならな

いものに係る

定屋外タンク

蔵所【以下この

号及び次号にお

いて「浮き蓋、

特定屋外タンク

貯蔵所」とい

う。)及び岩盤タ

ンクに係る屋外

タンク貯蔵所を

除く。)

危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットル未満の

もの

1件
ンク所」と

166 万

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上如万キ

ロリットル未満の

もの

1件 開8万

,

力浮き屋根式

定屋外タンク貯

所及び浮き蓋付

定屋外タンク貯

所

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上のもの

1件

根式特定屋外タ

510万

改正案(平成30年4月1日時点)

危険物の貯蔵最大

撒^",000キロ

リットル以ヒ5,00

0キロリットル未

満のもの

1件

の

629万

危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ツトル以上20万キ

ロリットル未満の

もの

1件

める構造を有し

なければならな

いものに係る,

定屋外タンク

蔵所(以下この

号及び次号にお

いて「浮き蓋、

特定屋外タンク

貯蔵所」とい

う。)及び岩盤タ

ンクに係る屋外

タンク貯蔵所を

除く。)

113万

危険物の貯蔵最大

数量が即万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットル末満の

もの

1件 178万

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットル未満の

もの

1件 407万

力浮き屋根式

定屋外タンク貯

所及び浮き蓋付

定屋外タンク貯

所

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上のもの

1件 534万

危険物の貯蔵最大

数量力",000キロ

リットルLLヒ5,00

0キロリットル未

満のもの

1件 6四万

1件 118万

、

と

き浮

うク
 
2
 
、

特
ン
第

クン

L

十
ち
2 11第

き浮一
つし

う

2
ハ「1第2



長崎市手数料条例新旧対照表

危険物の貯蔵最大

数量が5.000キロ

リットル」払_ヒ1万

キロリットノ味満

のもの

現行

危険物の貯蔵最大

数量が1万キロリ

ツトル」肌_ヒ5万キ

ロリットノ味満の

もの

1件 134万

J

危険物の貯蔵最大

数量が5万キロリ

ツトル以上10万キ

ロリットル未満の

もの

1件 150 万

危険物の針蔵最大

数量力ξ10万キロリ

ツトル以上20万キ

ロリットノ味満の

もの

1件

亀

183 万

改正案(平成30年4月1日時点)

危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットル未満の

もの

1件 を14 万

危険物の貯蔵最大

数量力巧,000キロ

リットル以ヒ1万

キロリットノ味満

のもの

危険物の貯蔵最大

1件 435万

危険物の貯蔵最大

数量が1万キロリ

ツトル1;しヒ5万キ

ロリットノ味満の

もの

1件

L

1件

141 万

.

557万

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトルLしLI0万キ

ロリットル未満の

もの

1件 158万

危険物の貯蔵最大

数量力fl0万キロリ

ツトル以上20万キ

ロリットノし未満の

もの

1件 194万

危険物の貯蔵最大

数量が?0万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットjレ未満の

もの

1件 226万

危険物の貯蔵最大

1件 455万

1件 582万



長崎市手数料条例新旧対照表

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットj味満の

もの

現行

キ岩盤タンクに

係る屋外タンク

蔵所

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上のもの

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル未満のもの

1件

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上50万キ

ロリットノ昧満の

もの、

⑤~⑨

677 万

1件

【川製途祈等

設置許可完成

検査前検査手

数料

ク~テ(略)

575万

危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ツトル以上のもの

1件

(略)

ア~イ.(略)

ウ基礎・1也盤検

査

725万

改正案(平成30年4月1日時点)

1件

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リットル」払_ヒ 5,00

1,070 万

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットル未満の

もの

キ岩盤タンクに

係る屋外タンク

蔵所

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上のもの

H牛

危険物の貯蔵最大

数量力ゞ40万キロリ

ツトル未満のもの

41万

消防法第11条の2

第1項

1件

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上50万キ

ロリットル未満の

もの

⑥~働

7m万

1件

{10}製造所等

設置許可完成

検査前検査手

数料

.

ク~テ(略)

593万

危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ツトル以上のもの

1件

(略)

ア~イ(略)

ウ基礎・1也鬮貪

査

747万

H牛

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リットル↓契_ヒ5,00

1,090 万

1件 42万

消防法第11条の2

第1項

、



長崎市手数料条例新旧対照表

0キロリットノ味

満の特定屋外タン

ク貯蔵所

現行

、

危険物の貯蔵最大

数量力巧,000キロ

リットル1}し上 1 万

キロリットノ味満

の特定屋外タンク

貯蔵所

1件

危険物の貯蔵最大

数量力"万キロリ

ツトル以ヒ5万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

54万

1件

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

70万

改正案(平成30年4月1日時点)

1件

危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ツトル以上20万キ

ロリットノ味満の

0キロリットル未

満の特定屋外タン

ク貯蔵所

Ⅱ万

H牛

危険物の貯蔵最大

数量力巧,000キロ

リットル」払_ヒ1万

キロリツトル未満

の特定屋外タンク

貯蔵所

104 万

1件

危険物の貯蔵最大

数量が1万キロリ

ツトル」弘_ヒ5万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

而斤

56万

1件

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵戸斤

乃万

1件

危険物の貯蔵最大

数量力"0万キロリ

ツトル以上2Q万キ

ロリットJ味満の

96万

1件 109万



長崎市手数料条例新旧対照表

特定屋外タンク貯

蔵所

現行

危険物の貯蔵最大

数量力'20万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットJ味満の

特定屋外タンク貯

蔵所

1件

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

160 万

1件

工溶接劃験査

危険物の貯蔵最大

数量が如万キロリ

ツトル以上の特定

屋外タンク貯蔵所

182 万

危険物の貯蔵最大

数量力",000 キロ

リットル以ヒ5,00

0キロリットjレ未

満の特定屋外タン

ク貯蔵所

1件

改正案(平成30年4月1日時点)

203 万

,

特定屋外タンク貯

蔵所

1件

危険物の貯蔵最大

危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットノ味満の

特定屋外タンク貯

蔵所

.

約万

1件

1件

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットノ味満の

特定屋外タンク貯

蔵所

飴万

166万

1件

工溶接高験査

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上の特定

屋外タンク貯蔵所

190万

危険物の貯蔵最大

数量が1,'000キロ

リットル↓払_ヒ5,00

0キロリットル未

満の特定屋外タン

ク貯蔵所

1件 21を万

1件

危険物の貯蔵最大

53万

1件 能万

ノ



長崎市手数料条例新旧対照表

数量力巧.000キロ

リットル」弘_ヒ1万

キロリットノ味満

の特定屋外タンク

貯蔵所

現行

危険物の貯蔵最大

数量が1万キロリ

ツトル」;しヒ5万キ

ロリットノ味満の

特定屋外タンク貯

蔵所

(

1件

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトル」凱_ヒ10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

99万

H牛

危険物の貯蔵最大

数量力町0万キロリ

ツトル以上20万キ

ロリットノ味満の

特定屋外タンク貯

蔵所

犯1万

改正案(平成・30年4月1日時点)

1件

危険物の貯蔵最大

数量が20万キロ

数^巧,000キロ

リットル↓凱_ヒ1万

キロリットル未満

の特定屋外タンク

貯蔵所

172万

1件

危険物の貯蔵最大

数量力町万キロリ

ツトルLしヒ5万キ

ロリットノ味満の

特定屋外タンク貯

蔵所

332万

風

1件

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

゛

103 万

一

1件

危険物の貯蔵最大

数量力"0万キロリ

ツトル以上?0万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

141 万

1件

危険物の貯蔵最大

数量力'20万キロ

178 万

1件 343万

1
一
~
ー



長崎市手数料条例新旧対照表

J

リットル以上30万

キロリットノ味満

の特定屋外タンク

貯蔵所

現行

危険物の貯蔵最大

数量力ゞ30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットjレ未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

1件

オ岩盤タンク

査

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上の特定

屋外タンク貯蔵所

406万

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトノし未満の屋外

タンク貯蔵所

1件 465万

危険物の貯蔵最大

数量力ゞ40万キロリ

ツトル以上50万キ

ロリットル未満の

屋外タンク貯蔵所

1件

改正案(平成30年4月1日時点)

910 万

リットル以上30万

キロリットJ味満

の特定屋外タンク

貯蔵所

危険物の貯蔵最大

1件 1,?40 万

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所

1件 1,700 万

1件

オ岩盤タンク

査

危険物の貯蔵最大

数量力ξ40万キロリ

ツトル以上の特定

屋外タンク貯蔵所

419 万

危険物の貯蔵最大

数量力ゞ40万キロリ

ツトノ味満の屋外

タンク貯蔵所

1件 480 万

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上50万キ

ロリットル末満の

屋外タンク貯蔵所

1件 9詑万

危険物の貯蔵最大

1件 1,260 万

1件 1,730 万

.



長崎市手数料条例新旧対照表

al)

(12)貯蔵所

安検査手数料

(略)

数量が冊万キロリ

ツトル以上の屋外

タンク貯蔵所

ア特定屋外タン

ク貯蔵所(岩盤タ

ンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を

く。)

現行

危険物の貯蔵最大

数量力",000キロ

リットル1;しヒ 5,00

0キロリットル未

満のもの

危険物の貯蔵最大

数曇力巧,000キロ

リットル1;しヒ1万

キロリットJレ未満

のもの

1件 31 万 消防法第M条の3

第1項及び第2項

危険物の貯蔵最大

数量が1万キロリ

ツトル以上5万キ

ロリットj味満の

もの

1件 43万

(11)

(12)貯^

安検査手数料

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトル以LI0万キ

ロリットル未満の

もの

1件

改正案(平成30年4月1日時点)

(略)

π万

数量が50万キロリ

ツトル以上の屋外

タンク貯蔵所

ア特定屋外タン

ク貯蔵所(岩盤タ

ンクに係る屋外タ

ンク貯蔵所を

く。)

1件

危険物の貯蔵最大

数^司,000キロ

リットル」払_ヒ 5,00

0キロリットル未

満のもの

96万

、

危険物の貯蔵最大

数量力巧,000キロ

リットル」;Lヒ1 万

キロリットj味満

のもの

1件

一

詑万 消防法第14条の3

第1項及び第2項

危険物の貯蔵最大

数量が1万キロリ

ツトル」払_ヒ5万キ

ロリットノ味満の

もの

1件 妬万

危険物の貯蔵最大

数量力巧万キロリ

ツトル以上10万キ

ロリットル未満の

もの

1件 乃万

1件 102 万



長崎市手数料条例新旧対照表

危険物の貯蔵最大

数量力"0万キロリ

ツトル以上即万キ

ロリットル未満の

もの

現行

危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットル末満の

もの

1件 121 万

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上40万キ

ロリットノ味満の

もの

H牛 295万

イ岩盤タンク

に係る特定屋

タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上のもの

1件 362 万

危険物の貯蔵最大

数^ξ1,000キロ

リットル以上40万

キロリットノ味満

のもの

改正案(平成30年4月1日時点)

1件 4リ万

危険物の貯蔵最大

数量力fl0万キロリ

ツトル以上20万キ

ロリットル未満の

もの

1件 266万

危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ツトル以上30万キ

ロリットル未満の

もの

H牛 130万

危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ツトル以上如万キ

ロリットノ味満の

もの

1件 315万

イ岩盤タンク

に係る特定屋

タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上のもの

1件 認7万

危険物の貯蔵最大

数量力",000キロ

リットル以上和万

キロリットノ味満

のもの

1件 "6万

1件 ?69万

'



長崎市手数料条例新旧対照表

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上50万キ

ロリットノ味満の

もの

現行

(13)~(24)

(新調

ウ(略)

危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ツトル以上のもの

1件

(略)

319万

(新設)

1件 4円万

,

【?5)~イ42) (略)

改正案(平成30年4月1日時点)

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ツトル以上50万キ

ロリットノ味満の

もの

Ⅱ3)~(24)

松5} 2以上の事

ウ(略)

業者による産

危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ツトル以上のもの

業廃棄物の

1件

(略)

理に係る特例

認定申請手

詑3万

他6} 2以上の事

撃

業者による産

1件

業廃棄物の

理に係る特例

認定変更申胡

4部万

手数料

【を7}~(44)

1件 14 万7,000

(略) 2 号繰り

げ

廃棄物の処理及

1件

び清掃に関する

法律第 12 条の 7

第1項

13万4000 廃棄物の処理及

び清掃に関する

j去律第 12 条の 7

第7項

墨



長崎市手数料条例新旧対照表

仏3}使用済自

動車の破砕業'

更許可申請手

料

現行

1件 7 万5,000 使用済自動車の再

資源化等に関する

;去律第氾条第1

項

衛)使用済自

動車の破砕業、

更許可申請手

料

改正案(平成30年4月1日時点)

1件 6万 7,000 使用済自動車の

再資源イヒ等に関

する法律第70条

第1項

※この新旧対照表は、"凄の整備に係るものを除いています。

.

.


